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人権，社会正義を基盤とした
ソーシャルワーク教育

�橋 重宏 東洋大学社会学部長

人間福祉学研究，１（１）：６７‐７２，２００８

人間福祉学部の開設おめでとうございます．と

くにやはりすごいなと思うのは，５０００人の受験

生を集められたということは画期的なことでござ

いまして，ご存じのように今年は全国的に社会福

祉系の大学は定員割れの大学が続出しております．

そういったなかでそれだけ受験生を集められたと

いうのは，やはり関西学院の歴史といいますか，

あるいはこういった学部・学科構想のユニークさ

が若者の共感を得たのだろうということを感じま

す．

さきほど，学長先生からコスモポリタンにやっ

てほしいという話がございました．私は１９８９年

から９１年の２年間，トロント大学におりました．

その当時の日本の総領事が増井正さんという方で，

この方は外務省の人権難民課長をされていまして，

人権ということについて大変詳しい課長さんがト

ロントの総領事で来ておられました．あるとき，

お会いしたときに「高橋さん，せっかくここに来

たのなら，トロントあるいはカナダというのは世

界で人権にかかわる政策が一番進んでいるから，

しっかり勉強していった方がいいですよ」という

ことをいわれました．そういわれて具体的にみて

みると，本当に目からうろこが落ちるようなこと

がたくさんあるわけです．私は日本で社会福祉を

勉強していたときは，まさに「社会福祉と人権」

ということで，人権がゴールではありませんでし

た．「アンド」で結ばれていました．

とくにさきほどご紹介いただきました子ども家

庭福祉を専攻していまして，インケアの，親元を

離れて生活する子どもたちが，子どもたちの権利

責任ノート「right and responsibility」のハンド

ブックをきちんと持たされているわけです．そし

て，あなたにはこういう権利と責任がありますと

いうことをきちんとインケアの子どもに伝えるこ

とが，いわば義務になっているわけです．オンタ

リオ州では，１９８４年に制定された子ども家庭サ

ービス法でインケアの子どもの権利と責任が明記

してあるわけです．もうびっくりしました．すご

く感動して，ちょうど２年間全国社会福祉協議会

の「月刊福祉」に「カナダ日記」を掲載させてい

ただいていました．１人で興奮して，ページ数を

増やしてよということで，それを翻訳して日本に

紹介しました．なかなかその興奮は伝わらないわ

けでございまして，だが結果的には１９９５（平成７）

年に大阪府が「子どもの権利ノート」を日本で最

初につくってくださいました．現在は日本でも全

自治体で「子どもの権利ノート」がつくられるよ

うになっています．

トロント大学大学院ソーシャルワーク学部に２

年間客員研究員として所属させていただきました．

私はなにも人権の専門家ではなかったわけですけ

れども，日本に帰ってきましたら権利擁護が私の

仕事のひとつの柱というような形になってきまし

た．
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１．ソーシャルワーク教育における先駆的な役割

への期待

私の前には関西学院大学の卒業生の岡本民夫先

生がトロント大学で研究されていました．もっと

前になると武田建先生がこのトロント大学で学ん

でおられた．その武田先生の同級生のサーロー節

子さんという方と私はすごく親しくて，その建先

生の話が何回も出てきました．

それからこうみますと，松岡敦子さん，いまヨ

ーク大学のプロフェッサーをしておられますが関

西学院出身ですし，立木先生などいろいろな方が，

とくにカナダ，私がカバーしているのはカナダで

すけども，そういう意味ではカナダとの関係を取

り入れながら…．関西学院というのはやはりグロ

ーバルに活躍されている方が非常に多い大学では

ないかということを，現職の方あるいは卒業生の

方を含めてそう思います．そういう点で関西学院

は，日本のソーシャルワーク教育の最先端といい

ますか最右翼として，現在の先生たち，あるいは

卒業された方が，ソーシャルワーク教育を引っ張

ってこられた．これはもう確実に，どこからも反

対が出ることではないだろうと思います．ですか

ら，このように人間福祉学部と名称が変わっても，

日本のソーシャルワーク教育を引っ張っていく，

そういった努力を社会的にになっていただきたい

ということを期待しています．

現在，日本には１８２の社会福祉士を養成する大

学があります．すごい数なわけです．１８２の大学

で社会福祉士のいわば受験資格を出している．そ

して修士課程をいいますと，９１の大学に社会福

祉の修士がございます．博士でみますと５０の大

学で博士号を取得できる課程を開設しています．

ですから，非常に数は増えていっています．けれ

ども正直言って，格差は非常に開いてきています．

だから，こういう言い方をするとあれですけれど

も，社会福祉の専任の先生が誰もいないところで

社会福祉学博士が出されていたり，これでいいの

だろうかということが実際に起こっています．私

が知っている先生が１人も審査員のなかにいらっ

しゃらないわけです．それで，どうもほとんどが

医師みたいですけれども，社会福祉学博士が出さ

れているわけです．

こういうことをやっていると大変いろいろな問

題が起こってくることが危惧されます．こういっ

たことが起こらないようにリーダーとして，関西

学院大学はぜひ，いろいろな形で日本のソーシャ

ルワーク教育に影響力をもっていていただきたい

と思います．やはりこの関西学院大学がいままで

になってきたこと，そしてこれから期待されてい

ることには非常に大きなものがあるのではないか

と私は確信しております．

２．虐待への社会的な対応の必要性

さきほどちょっと話しました権利擁護というこ

とでは，このところ，子どもの権利擁護，あるい

は子ども虐待への社会的対応，あるいはソーシャ

ルワーク実践ということを掲げてやってきており

ます．とくに子ども虐待の社会的対応ということ

では，関西学院大学はうらやましいほどたくさん

専任の先生をお採りになって，とくに子どもの虐

待の部分では，今日もいらしていますけども，才

村純先生は厚生労働省の児童福祉専門官で，まさ

に国で責任をもってこられた方です．そういう意

味では日本の児童相談所を束ねる責任をもってお

られた方，その後任の，今日司会をされている前

橋信和先生も，厚生労働省の児童福祉専門官とし

ていろいろな法制定や，まさに日本の子ども虐待

の国の行政の担当者をされてこられた方です．

そういった先生方がいらっしゃるのは，学生さ

んたちにとっても大変刺激的といいますか，最先

端のことを勉強していただけるのではないでしょ

うか．児童相談所の運営指針などは，才村先生や

前橋先生たちが書いてきているわけですから．そ

れがいまの国の通知として発出され，児童相談所

が運営されていく．政策や制度を策定された人た

ちが，本学で教鞭をとって後継者養成をされる意

味は非常に大きいのだろうと思います．

それから権利擁護ということで，このところ児
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童養護施設における体罰がいろいろな形で問題に

なりました．昨年も福岡市にある福岡育児院とい

う施設で，子どもが体罰を受けたということで，

施設から警察に援助を求めまして，警察に保護さ

れたという事件がありました．けれども施設側は

「体罰は一切やっていない」，子どもは「体罰を受

けた」ということで大変対立しました．そこで福

岡市は，事実関係を調査する委員会を設定しまし

た．弁護士さんが２人，福祉関係が２人，そして

私はまとめ役ということで座長として，何回も福

岡に通いました．基本的にはわれわれは調査をし

まして，体罰は確実にあったという事実認定をし

て，吉田宏市長さんに報告しました．

とくに児童養護施設で生活する子どもは，社会

的に非常に弱い立場の子どもです．そこで施設の

見解は，あれは施設生活に満足しない子どもが施

設を傷つけるためにああいう嘘を言っているだけ

だというものでした．それで理事長さん，園長さ

ん，次長さん，あるいは主任指導員さん，指導員

さん，保育士さんみなさんにヒアリングしました

けれども，一切ないということでした．けれども

事実は違っていて，体罰があったということを施

設ではまとめて理事会に報告していたのですね．

正式にはいろいろな事実関係を調査して，市長に

報告を出しました．福岡市は改善勧告命令を出し

まして，理事長さんなり園長さんなりが辞めて，

職員の入れ替えという形の対応を市がすることに

なっていくわけです．

そういう面からみていきますと，こういった新

聞報道された事件が二十いくつ現在でもあるわけ

です．解決されたところと解決されていないとこ

ろがあります．けれども，いずれにしてもそこの

施設には子どもたちが生活しているといった問題

があるわけです．とくに児童養護施設は，親元で

虐待等を受けて「もう安全だよ」ということで，

知事や市長が子どもをお預かりしているわけです．

公としては知事や市長の責任でお預かりしている

わけです．そしてたまたま Aという児童養護施

設にお子さんのケアをお願いしたわけです．とこ

ろがそこに行ってみたら，暴力が行われている施

設だった．これではもうまずいわけです．公が保

護するから措置費という形で税金からお金が手当

てされています．

いまの国会で，児童福祉法を改正して施設内虐

待への対応がされることが，これはもう委員会で

可決されましたから国会で通ると思います．今回

の国会で新しい法改正になると思います．日本で

は，福岡育児院の１３年前にあった事件で「施設

内虐待」という言葉が生まれました．皮肉にも福

岡育児院は今回３回目の事件を起こしているわけ

です．２回目は理事長がお金の使い込みをして，

今回は体罰事件という形で起こっています．

そういった面で，このような仕組みをどう変え

ていくか，あるいは子どもの権利をどう擁護して

いくかということは非常に重要です．今度の法律

では，こういうことが起これば，所管課に必ず報

告をする．そうすると所管課はきちんとその施設

へ対応していく仕組みをつくるということになっ

ています．けれども，これも問題なのです．自治

体の意識の差が非常にあります．そういうことに

きちんと取り組む自治体と，すごく腰が引けてい

て何年も何年も問題が解決しない自治体がありま

す．ですから，こういう法律は作るものの，自治

体の能力によって，いくら法律をつくっても，き

ちんと対応する自治体とそうではない自治体の違

いをどういう具合にしていくかということは，子

どもの権利擁護を考えていく上では非常に大きい

課題だろうと思います．いずれにしてもこれらが，

いま私の仕事としてやっている内容であります．

そういう面では，人間福祉という言葉，虐待を

受けている子どもというのは，まさに反福祉的な，

あるいは人権が踏みにじられているということに

繋がっていくのだろうと思います．けれども，で

は子どもだけかというと，多くの場合，母親が加

害者ですけれども，母親も抑圧されて育ちのなか

で人権を踏みにじられて生きてきたといった背景

があります．ですから，そういった子どもへの手

当て，母親への手当て，あるいは暴力を振るう夫

人間福祉学研究 第１巻第１号 ２００８．１１

69



への手当てといったところがすべてカバーされて

いかないと，うまくいかないわけです．それから，

かなり精神保健的な問題をもっていらっしゃる親

御さんもいる．あるいは人格的に問題のある親御

さんもいる．そういった親御さんたちに対してど

う社会が支えていくかということは，非常に重要

な課題になっていくのだろうと思います．

３．人間福祉学部への期待

そこで，さきほどと関連しますけれども，関西

学院大学はソーシャルワークを先導してこられた．

私のレジュメの資料を開いていただきますと，ソ

ーシャルワークについての定義，「International

Federation of Social Workers」という組織があ

りますが，これが２０００年にモントリオールでソ

ーシャルワークとはなにかということを定義して

います．ぜひこのなかでも１ページ，英語版のと

ころをみていただきますと注目していただきたい

ことは，ウェルビーイングという概念です．ソー

シャルワーカーは人々のウェルビーイングの促進

をする．それがソーシャルワーカーの仕事である．

ウェルビーイングというのは私なりに，これも私

カナダに居るときにウェルビーイングに関心をも

って好んで使っておりますが，ウェルビーイング

というのは，いい状態が時々刻々と続いている．

そういう面では，別の言い方をすれば，１人の個

人として人権が尊重されて，その自己実現が支援

されている．これがウェルビーイングということ

であろうと思います．まさに人間福祉ということ

をみていけば，人々のウェルビーイングをいかに

高めていくか，あるいはウェルビーイングが阻害

されている状況をいかにひも解いていくかという

ことだろうかと思います．

さらに一番下の「Principles of human rights

and social justice are fundamental to social

work」の部分です．人権と社会正義はソーシャ

ルワークのよりどころであるということです．今

後ますます，ソーシャルワークを学んでいく人た

ちには，ヒューマンライツ，それからソーシャル

ジャスティスという価値観をきちんと深めていた

だくということが非常に重要になってくるのでは

ないかと思います．とくに社会起業学科等はこの

辺が非常に重要ですね．そういうことがあるから，

新しいものを作り上げていく．

そういう意味では，さきほどちょっと打ち合わ

せのときに，明治２０年に日本で最初に養護施設

をつくった石井十次さんは，岡山で医者になろう

としていたわけですけども，貧しい母子家庭の母

と子にあって，医者になる夢を捨てて孤児院をつ

くりました．当時はなにも根拠法はありません．

ニーズだけがあるわけです．そこで彼は民家を借

りたり，あるいは財政的にスポンサーをつくった

り，全ていろいろなものを集めながら新しいもの

をつくりだしていっているわけです．これが日本

の児童養護施設の起源になっていきます．そうい

う面から考えますと，こういった石井十次さんな

どをもう少し研究していただいて，起業家として

の石井十次みたいなところを牧里先生，ぜひまた

深めていただけたら，社会福祉のなかにも新しい

視点が取り入れられていくのかなと．

要するに，日本の戦後は法律がないからとか仕

組みがないからという形で全部諦めて，硬直した

措置制度の下でがんじがらめの社会福祉が運営さ

れてきたというのが戦後の社会福祉であります．

いまはいろいろな形でいろいろなものがつくれる

という形に非常に変わってきているわけでありま

すから，そういう意味では，こういった社会起業

を考えていただく上においても，ヒューマンライ

ツあるいはソーシャルジャスティスということを

きちんと踏まえた専門家，実践家の養成というと

ころに取り組んでいただきたいと思います．

そういう意味では，子どもの領域でもお年寄り

の領域でも，ヒューマンライツということは非常

に重要です．けれども，私はどうも日本は歴史的

には個というものを大切にしない文化というもの

があった感じがします．私は東洋大学に勤めてお

りますけども，本職としては島根県の江津市にあ

る山辺神宮の宮司をやっておりまして，現職でご
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ざいまして，島根に通いながらお祭りをしており

ます．宮司の仕事は祝詞を書かなくてはいけない

ので，古い祝詞をみますと，みんな個の福祉では

なくて家の存続なのですね．だから「家門高く身

健やかに」というような形の祝詞が出てまいりま

す．私は，多分私だけだと思いますけれども，祝

詞のなかにウェルビーイングというカタカナをい

れまして，ウェルビーイングの向上という祝詞を

読んでいます．周りの人は分かってくれているか

どうか分かりませんけれども（笑）．

長い歴史のなかで，神道のなかでも，個という

よりも家というものを重視していく，つまり家の

体面とか，祖先に申し訳ないとか，親戚の恥とい

うところが非常に日本のなかでは大切にされる部

分があると思います．けれども誰かが犠牲になっ

てまとまっていても意味がないわけで，やはり家

族が重要ではなくて，そのなかにある１人ひとり

のウェルビーイングがどう高められていくかとい

うことを求めていくのがソーシャルワークの視点

だろうと思います．いろいろな面で日本において

個が大切にされない歴史があるとは思いますけれ

ども，それともやはり戦っていかなければいけな

いということになっていくのではないかと思いま

す．

ぜひ，この人間福祉学部のなかでは，さきほど

Cのシリーズはいろいろ出ていましたけれど，ウ

ェルビーイングとヒューマンライツとソーシャル

ジャスティスいった概念も少し整理していただい

て，そういったところを先導しながら日本の社会

福祉，ソーシャルワークに大きな変革を与えてい

ただければありがたいと思います．

若干余っていますけれども，またあとで続きを

お話しさせていただくことにして，この程度にし

たいと思います．どうもありがとうございました．

（４人のパネリスト全員の発題後，コーディネー

ターから「言い残したことや，さきほど説明しよ

うと思って言葉が足りなかった点，あるいはほか

の方々のお話を聞かれて触発されたことや示唆さ

れたことを２分でお願いします」という投げかけ

にこたえて）

みなさんのお話を聞きながら，なるほどという

ことで，うなずいて聞いておりました．

どうしても私の視点はソーシャルワーク，社会

福祉学というところになってくるわけですが，い

ろいろな話を聞きながら，ソーシャルワークとい

うのもいままで，あるいは社会福祉士は相談援助

でくくってあるから，みんな狭いところしかみな

いわけです．ですから，こういったことを契機と

してソーシャルワークもミクロ，メゾ，マクロと

いうレベルがありますし，非常にグローバルにみ

ていけば，大きないろいろな役割をもっているわ

けですから，あまり限定して考えずに，もっとや

はり発想を変えながら，要は人々のニーズにどう

対応していけるかということになっていくのだろ

うと思います．そういう面で，対応していくとこ

ろに，さきほどから出てくる起業家という発想は

非常に重要だし，やはりソーシャルワークのなか

で十分起業家についての説明もしていくこともで

きるのだろうと思います．

ぜひそういう意味では，柔軟な発想をもちなが

ら，そしてさきほど言ったように，重しとしては，

ウェルビーイング，あるいはヒューマンライツ，

あるいはソーシャルジャスティス，このソーシャ

ルジャスティスというのが実は非常にむずかしい

わけですね．みんなソーシャルジャスティスが重

要だよというのですけれども，具体的なことは教

えないわけです．ですから，グローバルに考えて

どういうソーシャルジャスティスをもっていくか

という面での研究なり発信が非常に重要なのだろ

うと思います．

たとえば，どうしても私は子どものところです

から，日本の児童養護施設は５５８か所あります．

３万人の子どもが生活しています．けれども，先

進国にはもうこういう施設はありません．ですか

ら，日本は大変恥ずかしいのです．国連は２０００

年に「国家による暴力」という勧告を出していて，
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大きな施設に子どもを入れているのは国家による

暴力であると．あるいは EUでは，大舎制の施

設がある国は EUに加盟できないのです．です

から，グループホームや里親制度になっていかな

ければならない．そういう意味ではグローバルに

みていけば日本は大変遅れていて，施設のなかで

も一番遅れているのは児童養護施設であるわけで

す．そういったところを，もっともっと社会を改

革できるような人材というか発信もぜひお願いし

ます．芝野先生はかつて，関西学院大学は子ども

総研（日本子ども家庭総合研究所）を目指します

とおっしゃっていましたけれども，子ども総研と

は国のシンクタンクなのですけれども，ぜひそう

いった面で新しいいろいろな発信を．これはもう

全て子どもの権利ということに繋がっていく話で

す．

ですから本当に，アフリカ会議を開いています

けれども，もっと国内でやるべきことはすごくあ

る．とにかく大舎形式の児童養護施設から，小規

模の施設，グループホームや里親制度を充実させ

ていくこと．そういったことが全然進捗していな

いという現状もあります．ぜひそういった面での

貢献もしていただきたいと思います．
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